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うつくしいまち当別�

 　当別町は、住民と行政が、それぞれの立場で、
役割と責任を果たす協働によるまちづくりを進
めています。
　町長への手紙や担当課にお寄せいただいてい
るＥメールは、住民の皆さんから寄せられた声
を貴重な情報として町政運営に反映して行くも
のです。
　今号では、今までに多く寄せられた声、ご意
見について、町の取り組みや考え方などをご紹
介します。
　今後とも多くのアイデアやご意見をお寄せく
ださいますようお願いします。

交通 のことですが、当別駅から国道
275 号 ま で の 道 路 が 整 備 さ れ、
町外から当別に来る人たちが迷

わず市街地に来ることが出きるようになりましたが、
見通しが悪い道路や、子どもたちが通行する際に危
険だと感じる場所もまだたくさんあると思います。
　道路の管理や交通事故防止対策について考えて欲
しいと思います。　（町長への手紙から）

宅地 造成について提案です。札幌大
橋を渡って当別に入って来た農
地、17 線、18 線間の防風林あた

りのエリアを住宅地としてはどうでしょうか。現在の
情勢から企業進出の期待ができないので、個人住宅の
建設促進に力を入れてはどうでしょうか。札幌に隣接
する町として有利な地域です。閑静な住宅街は当別町
を売り文句にしての PR は効果があると思います。
　（町長への手紙から）

回答 10 リ ッ ト ル よ り
も少ない 5 リット
ル程度のゴミ袋の

製作は現在のところ予定しておりませ
ん。町としては平成 18 年 10 月のゴ
ミ有料化当初から、ゴミ袋もゴミにな
るという考えに立ち、できるだけ使用枚数・量を抑え
ることが望ましいと考えています。
　この考え方は最近しばしば報道されておりますスー
パー等でのレジ袋有料化の流れにも見られるように、
ゴミを減量化するという意味で、ゴミ問題へのアプ
ローチとしては一般化してきたようです。また、ゴミ
袋の製作に必要な原材料の高密度圧縮ポリエチレンの
使用量は、10 リットル 1 枚と 5 リットル 2 枚とを比
較した場合、5 リットル袋 2 枚の方が約 30％も多く
必要なため、ゴミ減量化および資源の有効活用の観点
からも小さな袋の製作はできるだけ控えるべきと考え
ています。
　また、10 枚 1 セットの梱包手間等により、製作コ
ストが割高となるため、町の負担も増加してしまいま
す。本町のゴミの有料化はゴミを減らしリサイクルを
促進すること、ゴミ処理費用を公平に負担していた
だくこと、また毎年 2 億 7 千万円も掛かっているゴ
ミ処理費用の一部に充てることも目的で、有料化後 2
年余り経過しゴミ量は有料化以前と比べ約 40％減り
ました。このような状況をご理解いただき、現行の 4
種類の指定ゴミ袋の中で工夫の上ご利用いただきます
ようご協力をお願いします。

財政 状況が厳しいと聞きますが、情報
については最大限にオープンにし
町民の理解と協力を得る配慮をし

てください。（町長への手紙から）

回答 道路整備については現在、陥没や
破損などが見られる箇所について
は、迅速に穴埋め等の補修を行っ

ています。なお、標識や信号機については、国道、道
道などの道路管理者や公安委員会といった関係機関と
の協議が必要ですが、地域の皆さんから強く要望のあ
る所、通行に著しい危険があると認められる道路への
設置については要望を継続してまいります。
　また、交通安全には道路整備も重要なことですが、
地域の皆様の交通安全の意識の向上とご協力が必要不
可欠であると考え、当別町交通安
全協会、町内会との連携のもと安
全な地域づくりを進めて行きた
いと考えています。

ごみ の指定袋について、現在 10 リッ
トルから 4 種類となっていますが、
これよりも小さめの 5 リットル程

度の検討は現在の時点ではなされていないのでしょう
か。いつもごみが少量のため、10 リットル使用では
もったいない思いがして、2 週間分をまとめて出すな
どの工夫をしながら対応しているのですが、夏場など
は、やはりごみの種類に応じて週 1 ～ 2 回はごみを
出したいです。（担当課へのＥメールから）

回答 財政状況については、予算、決算
の時期には広報とうべつ、当別町
ホームページ等を通じて広く情報

を公表しているほか、住民説明会や昨年全行政区を対
象とし、7 回実施した町政懇談会等でお知らせしてい
ます。財政状況は、住民の皆さんの生活に密接な関わ
りを持っていますので、これまで以上に財政状況の透
明性を高め、住民の皆さんにわかりやすく公表してい
きます。

回答 ご提案のあった地区の宅地化につ
いては当該地区のほとんどが農業
振興地域の農用地に指定された農

地であること、都市計画による用途地域が指定されて
いないこと、上下水道の整備計画がないことから、宅
地化するためには、各々の計画を見直しするとともに
新たな基盤整備が必要とされます。
　町の第 5 次総合計画では良好な宅地環境の民間開
発による促進や自然環境を活かした優良田園住宅の促

進を住環境整備の柱としています。ご提案頂いた地域

に限ってのことではありませんが、居住環境について

は様々な嗜好があり、当別に住まれる方についても希

望は一人一人異なっていると思いますが、現在進めて

いる移住、定住化施策を進めてまいります。

町長公用車 の借り上げ
代金が一か
月 50 万 円

と聞き大変驚いております。財政難の中、なぜそのよ
うな高額な費用が捻出されているのでしょうか。町議
の人数においても多すぎます。８名程度で良いのでは
ないでしょうか。町内には町内会長がおりますので、
町議の補いが十分にできます。ただ税金の無駄遣いに
しか過ぎません。一般の町民は皆そう思っています。
　（町長への手紙から）

回答 町長公用車は、公務を効率的に執
行するため、専用の公用車を配置
し運行管理を行っています。従前

より経費節減を図り平成 16 年に導入した現在の公用
車は、自動車保険や整備、車検、タイヤ等の消耗品を

含めたリース契約で年間約 140 万円で、現公用車の

引き続いての使用が経費面から適当と考えています。

　また、町議会議員数については、町長が決定するも

のではなく、町議会の中で議論され定められるもので

すが、議員数については適宜見直しが行われ、地方自

治法の規定では定数 26 名のところ、24 名から平成

15 年に 22 名、平成 19 年に 17 名となり、現在に至っ

ています。

お待ちしています！
おはよう町長室
　まちづくりや住民活動など、町長にお話した
いことがある方は、団体でも、お一人でもお気
軽にお越しください。
■日時　毎週月曜日　午前 8 時 30 分から
■場所　当別町役場２階　町長応接室

※町長が公務等で不在の際は、副町長・担当部局での
対応になる場合がありますので、予めご了承ください。

■詳細　情報課（☎ 23 － 3069）
　　　　Ｅメール  info@town.tobetsu.hokkaido.jp
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　おはよう町長室での懇談の模様
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後期高齢者医療制度（長寿医療制度）のお知らせ

これまで、特別徴収（年金からの天引き）

で納めていただいている方

　平成 21 年 2 月の年金から保険料が特別徴収（年金

からの天引き）されている方は、引き続き４月からも

特別徴収（年金からの天引き）で納めていただきます。

　なお、4 月、6 月および８月の年金から天引きされ

る保険料額は、２月の保険料額と同じ額です。

平成 20 年 4 月 2 日から 10 月 1 日までの

間に後期高齢者医療に加入した方または、

当町に転入した方で、現在、納付通知書ま

たは口座振替で納めていただいている方

　原則として、平成 21 年 4 月からは特別徴収（年金

からの天引き）で納めていただきます。

　なお、特別徴収（年金からの天引き）で納めていた

だく保険料額は、4 月上旬にお送りする「仮徴収額決

定通知書」でご確認ください。

平成 20 年 10 月 2 日以降に後期高齢者医

療に加入した方

昨年実施された制度の見直しにより、平

成 20年度の年間保険料額が軽減された方

（保険料額変更決定通知書を受け取った方）

　平成 21 年 9 月までは、納付通知書または口座振替

で納めていただきます。

　また、平成 21 年 10 月からは、原則として特別徴収

（年金からの天引き）で納めていただくことになります。

なお、納めていただく保険料額等は、7 月中旬にお送

りする「保険料額決定通知書」でご確認ください。

①

②

④

③

左記の①から④に当てはまらない方

　平成 21 年度の保険料は、納付通知書または口座振

替で納めていただきます。なお、平成 21 年度の年間

保険料額によっては、9 月までは納付通知書または口

座振替で、10 月からは特別徴収（年金からの天引き）

で納めていただく場合もあります。

　納めていただく保険料額等は、7 月中旬にお送りす

る「保険料額決定通知書」でご確認ください。

特別徴収（年金からの天引き）が出来ない方

　次のアからウのいずれかに該当する方は、法令の規

定により、保険料の特別徴収（年金からの天引き）が

できないため、納付通知書または口座振替で納めてい

ただくことになります。

ア　特別徴収の対象となる年金の年額が 18 万円未満

　　の方

イ　介護保険料を特別徴収されていない方

ウ　後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計が、特

　　別徴収の対象となる年金額の半分を超える方

　該当する方には、７月中旬に保険料納付（納入）通

知書をお送りします。

特別徴収か口座振替を選択できます

　保険料を特別徴収（年金からの天引き）により納め

ていただいている方、またはこれから特別徴収（年金

からの天引き）により納めることとなる予定の方は、

ご希望により「口座振替」に切り替えることができま

す。切り替えを希望される方は、役場の窓口で手続き

が必要です。

▼手続きに必要なもの　①本人の保険証　

②口座振替を希望する口座の預貯金通帳および届出印

　なお、特別徴収（年金からの天引き）から口座振替

への変更は、手続きをした月の２～３か月後以降とな

りますのでご了承願います。また、口座振替に切り替

えた後に保険料の滞納が続いた場合には、特別徴収（年

金からの天引き）に変更される場合がありますのでご

注意ください。

平成 21 年度の保険料の納め方は、原則として次のとおりとなりますので、お知らせします。

◆問合せ　住民課国保・後期高齢者医療係（☎ 23 － 2467）
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救急
出動件数は 824 件（前年比 5 件減）、搬送

人数は 750 人（前年比 17 人増）となり

ました。

　出動件数の内訳は病気などの急病が 476 件、次に

ケガなどの一般負傷が 100 件、交通事故が 96 件です。

搬送
した人の内訳を見ると、約 45％が軽症者

でした。全国的にも救急搬送に占める軽

症者の割合が高いのが現状で、当別町も例外ではあり

ません。

　出動要請の中には「かすり傷などの軽いケガ」や「ど

この病院に行けばいいのかわからない」、「救急車で行

けば早く診てもらえる」などの緊急性のない要請があ

りました。

　このことにより、1 分 1 秒でも早い手当を必要とす

る重症者のもとへの到着が遅れてしまうことが心配さ

れます。緊急を要さない場合は、119 番をする前に、

救急当番病院を新聞や町広報誌などで確認するか、当

別消防署の代表電話（☎ 23 － 2537）にお問い合わ

せください。

救急隊
が到着した時に心臓や呼吸が止まっ

ていた件数は 34 件で、救急隊が到

着するまでに家族などが心肺蘇生法（＝胸骨圧迫・人

工呼吸）を行っていた件数は 13 件でした。心臓や呼

吸が停止した方に救急車が到着するまでの間、胸骨圧

迫や人工呼吸等の救命手当をすれば、命が助かる可能

性が高くなります。

　当別消防署では AED

（自動体外式除細動器）

を用いた心肺蘇生法や止

血法などを習得できる普

通救命講習を実施してい

ます。適切な救命手当を

身に付けるために、救命

講習を受講しませんか。

◎普通救命講習のお知らせ

▼日時　毎月第 4 日曜日　13 時～ 16 時

▼場所　当別消防署（錦町）

▼内容　心肺蘇生法・止血法など

◇一度受講した方は 2 年毎に再講習の受講をお勧め

　します。

◇各団体などグループで申し込む場合は、受講希望日

　に実施することもできます。

▼詳細　当別消防署救急救助課救急係（☎ 23 － 2537）

　石狩北部地区消防事務組合ホームページ

　http://www.ishikari-hokubu119.jp/

町民の 25 人に 1 人が

救急車を呼んだことに

火災
件数は 12 件で前年より 2 件の減少となり

ました。

　内訳は、建物火災が７件（死亡 1 件）、トラックの

ブレーキの不具合による車両火災が２件、空地や軌道

敷の雑草が燃えたその他火災が３件です。

　今年は、昨年に比べ、住宅火災は４件減少したもの

の、１名の尊い命が奪われました。

1 名の方が犠牲に　平成 20年の火災状況 住宅用火災警報器を設置してください

　空気が乾燥するこの季節、各地で火災が発生し、火

災により多くの方が亡くなっています。

　住宅用火災警報器を設置していたことにより、被害

を最小限に抑えられた事例が数多く報告されていま

す。皆さんの「生命・財産」を守るため、住宅用火災

警報器を設置しましょう。

▼詳細　当別消防署予防係（☎ 23 － 2537）

平成 20年救急出動状況

45％が軽症者　救急搬送者の内訳

救える命のために　救急救命講習

救急車の適正利用に

ご協力を

平成 20 年

救急出動・火災の状況
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　中学 1 年生のときに友達と一

緒にジュニアリーダーの養成講習

会に足を運んだことがきっかけで

す。それまでは、何をしている組

織なのかわからなかったのです

が、講習会で先輩たちがみんなを

ぐいぐい引っ張る姿、ダンスやレ

クリエーションをやっているのを

見て、「かっこいいな」と憧れを

持ちました。

　活動当初は、ただ集まりがある

から行くという感じで小学生と接

するのも苦手でしたが、みんなで

楽しく活動しようと自覚ができて

からは、自分から仲良くなろうと

積極的に声をかけています。町内

でキャンプのときに知り合った小

学生から声を掛けられると、うれ

しいですね。

ジュニアリーダーになった
きっかけは

同じ目標を持ち
楽しく元気に活動

内山　瑞穂さ
ん （太美西）

　当別町ジュニアリーダーサークル Ezo'Jr は、

メンバーが各種研修を通してリーダーとしての

資質を向上し、地域社会と交流を図ろうと平成

9 年に設立され、町内在住の中学 1 年生から高

校 3 年生の男女約 50 名が町内の行事や他地域

との交流など様々な活動を続けています。

　リーダーを務める内山さんは、みんなが楽し

める組織作りを目指しています。

　最近は、地域の育成会からゲー

ム大会やダンス講習などのイベン

トをやってほしいと頼まれること

があり、活動の場が広がってきま

した。

　地域に関わる活動ができるの

も、ジュニアリーダーのいいとこ

ろだと思います。

　今年は、ジュニアリーダーとし

て活動する最後の年なので、悔い

の無いようにやりきって卒業した

いと思います。

　卒業後も、応援するような形で

関わって行きたいです。

　主な活動は、小学生が町内の会

館で寝泊りをしながら学校へ通う

通学合宿のお手伝いやイベントで

行われるレクリエーションの企画

運営、リーダーとしての資質を高

める研修などです。

　活動では、みんなが楽しく活動

できる雰囲気作りが大切だと思い

ます。そのために、常に笑顔でい

ること、大きな声でハキハキ話す

こと、みんなのいいところを褒め

ることを心がけています。みんな

が楽しく活動していると、私も自

然と笑顔になります。

　小学生向けのゲーム大会を企画

運営するときは、「つまらないと

言われたらどうしよう」と思うと

きがありますが、「やってみない

とわからない、みんなならできる」

どのような活動を
しているのですか

活動の場が広がりますね

と言い聞かせてメンバーで協力し

ながら頑張っています。

当別町ジュニアリーダー　Ezo'Jr

明るく活動する
メンバー
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　第 27 回「あそ雪の広場」が 2 月 14 日、15 日に

催され、延べ 7,000 人の町民が当別の冬を楽しんだ。

今年は友好都市の宇和島市からも 20 人の訪問団が

来られた。

　宇和島は、伊達政宗の長男秀
ひでむね

宗が暮らしていた所

と言えば判り易いが、実際は奥
お う う

羽の名将政宗の力を

恐れていた豊臣秀吉が政宗の長男を人質にして四国

の宇和島へ遠
えんとう

島させていたと言う事のようだ。

　当別も伊達系だが、岩出山支藩の流れなので、宇

和島よりは格が下になるらしい。

　当別町と岩出山町は古くから交流していたが、平

成 18 年に岩出山町が合併により大崎市となり、岩出

山がなくなるので佐藤岩出山町長のお計らいで宇和

島市、岩出山町、当別町の三極交流の契
ちぎり

を結んだの

である。

　宇和島市観光協会の渡辺さんが「祭りと言うもの

は夏か秋に催されるものと思っていたが、真冬にこ

んな祭りがあるとは驚いた」と挨拶された。

　広場の中心の大すべり台はじめ全ての雪像は、市

街地の排雪を利用して作っている事や各学校のグラ

ウンドに子供達の手作りの雪像が沢山ある事、そし

て、町を挙げて 60 以上もの各団体が揃って後援し

ている事にもびっくりされていた。

　特に、当別音頭を守る会の方々が寒中に浴
ゆ か た

衣姿で

政宗が好んだ“三
さ ん さ し ぐ れ

叉時雨”を踊っているさまと、商

工会女性部がお揃いのハッピで温かいものを作って

いる女性パワーに感動して「当別町の発展は間違い

なし」とおっしゃっていただいた。

　2 日間、17 の盛り沢山なスケジュールの中で、

大スポンサー付きの雪中玉入れ競技には 13 チーム

が参加した。これには宇和島チームも参加してく

れて、自衛隊チーム、消防チーム、役場チームなど

優勝候補が密かにビッグな賞品を狙っていたらしい

が、商工会青年部チームが優勝した。

　真珠会館社長の森田澄江さんが「雪空の花火の美

しさは忘れられません。今度は宇和島の牛鬼祭りに

真珠と鯛の鱗
うろこ

を散りばめたような海から打ち上げる

花火を見にきさいや（来て下さい）」とおっしゃっ

て帰られた。

　戦国の武将政宗は、戊
ぼ し ん

辰の役
えき

では敗れた伊達の

末
まつえい

裔が拓いた当別が今は自然とは闘わず上手く付き

合っていることを喜んでくれているだろう

ふれあい倉庫情報
【カルチャーホール】

地場産品コーナーに新規登録を希望する

農業者に説明会を開催します
　ふれあい倉庫の「地場産品コーナー」では、町内の

農業者の方に登録いただいて、農産物等の PR と販売

を行っています。

　来年度に新規登録を希望する農業者を対象に説明会

を開催します。参加を希望する方は、３月 17 日（火）

までにふれあい倉庫へ電話で申し込みください。

▼説明会開催日時　3 月 26 日（木）18 時～

▼場所　ふれあい倉庫

▼内容　登録条件・登録件数・申込方法など

▼申込み・問合せ　

　ふれあい倉庫（☎ 27 － 6600）（月曜は休館）

▼問合せ　ふれあい倉庫（☎ 27 － 6600）　

　　　　　商工課（☎ 23 － 3129） 

続

平成 21 年 2 月 15 日 (日)

◆ふれあい倉庫からのお知らせ◆

☆レジ袋削減に取り組みます

　ふれあいホール運営協議会では、新年度から地場産

品コーナーで使用しているレジ袋の消費削減に取り組

み、環境への配慮や経費の削減を目指します。

　詳細は、今後の町広報等でお知らせします。

スウェーデンパン講習会を通して
宇和島にもスウェーデンの味を伝えました

　 町 で は、2 月 14

日にあそ雪の広場を

楽しもうと来町して

い た 愛 媛 県 宇 和 島

市観光協会（20 名）

の一行に、ふれあい

倉庫に設置している

スウェーデンパン焼き窯を利用したパンの講習会を開

催しました。

　友好交流を行っている宇和島の方々にも、当別町と

スウェーデン・レクサンド市との交流を理解してもら

おうと開催したもので、スウェーデンパン作りの実践

グループ「スピエレット」のメンバーが講師として、

パンの特徴や生地作り、焼き方を丁寧に教えました。
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　この表彰は、日本と海外の自治体による姉妹提携等

に基づく交流活動のうち、創意と工夫に富んだ取り組

みを行っている団体を表彰し、広く全国に紹介するこ

とで姉妹自治体交流の更なる活性化を図るために総務

省と（財）自治体国際化協会が平成 18 年度に創設しま

した。

　当町は、スウェーデン王国レクサンド市との姉妹都

市の取り組みについて、双方の地域特性を生かしてい

ること、平成 19 年度に開催された 20 周年記念事業に

は、3 日間で約 15,000 人もの町民の皆さんが参加され、

町ぐるみの活動であると認められたこと、レクサンド

市においても日本デーの開催や日本公園の造成など、

積極的な取り組みがされていることが評価されました。

　今年度は、当別町のほかに高山・デンバー友好協会、

いちき串木野市・サリナス市姉妹都市協会が総務大臣

賞、京都府が特別賞を受賞しました。詳細は、自治体

国際化協会のホームページ（http://www.clair.or.jp/j/

simai/commendation/index.html）をご覧ください。

▼担当　企画課企画振興係　（☎ 23 － 3042）

　今年の夏至祭は、6 月 21 日（日）を予定していま

す。町内外の方に広く周知するポスターを作成するた

め、原画（絵画）と写真を募集します。

◆応募資格　町内に在住の方、町内に勤務されている

方、町内の学校に在学中の方。

◆作成要領

□絵画　①八つ切り画用紙厚手（用紙は縦長に使用）

　に描き、未発表作品とします。

　②色の制限は、特にありません。

　③原画に文字は入れないでください。

□写真　

　①カラー、モノクロ、デジタルとも、キャビネ版。

　②未発表の作品で、全紙に引き伸ばし可能なデータ。

　③写真に文字は入れないでください。

　④ポスターは、縦長に製作しますので、トリミング

　　することがあります。

※絵画、写真とも裏面に住所、氏名、年齢（学年）、

電話番号を必ず記入願います。なお、応募作品は、返

却しません。

◆応募期日　3 月 31 日（火）

◆表彰　最優秀賞 1 名・優秀賞 3 名

　表彰式は、夏至祭当日に行い、受賞者には、表彰状

　と記念品を贈呈します。

◆作品送付先・問合せ

　当別・レクサンド都市交流協会

　〒 061 － 0226　錦町 1248 番地（商工会館内）

　☎ 23 － 2447/FAX23 － 2570

夏至祭のポスター原画・写真募集第 26 回

姉妹自治体交流表彰（総務大臣賞）を受賞平成 20 年度

スウェーデン王国レクサンド市との姉妹都市提携
20 周年事業での交流風景（平成 19 年 6 月）
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  あそびのひろば 3・4 月の日程

時間は全て 10 時～ 11 時 30 分

▼こりす・うさぎ（1 歳 6 か月～就学前）

　会場　ゆとろ（全て火曜日）

　3 月の予定

　　3 日・10 日・17 日・24 日

　4 月の予定

　　14 日・21 日・28 日

▼キャロット（1歳6か月～就学前）

　会場　ふとみ保育所（全て水曜日）

　3 月の予定

　　4 日・11 日・18 日・25 日

　4 月の予定

　　8 日・15 日・22 日

▼ミニトマトクラブ（乳児支援）

　3 月の予定

　　 12 日（木）ゆとろ

　 　26 日（木）ふとみ保育所

　4 月の予定

 　　  9 日（木）ゆとろ

　 　23 日（木）ふとみ保育所

※妊婦さんも遊びに来てください

▼サロン（0 歳～就学前対象）

　わんぱくサロン（子どもハウス）

　毎週月・水曜日（4/1（水）は休み）

　すみれサロン（ふとみ保育所）

　毎週金曜日

■相談

　子育てに関する悩みや相談を☎

子育て支援センター（子育て支

援係）・☎ふとみ保育所（☎ 26 －

2353）で受け付けます。

　また、メールでも受け付けてい

ます（kosodate2@town.tobetsu.

hokkaido.jp ）

■あそびのひろば

　親子が集い楽しむ広場です。制

作や季節のあそびなど楽しい内容

を企画しています。

■サロン

　親子で自由に遊べるスペースで

す。玩具を用意して待っています。

■絵本の貸し出し

　ゆとろ・キッズコーナーは絵本

を設置し、貸し出しも行っていま

す。（貸出期間・２週間）

■ミニトマトクラブ

　0 歳から 1 歳 6 か月までの赤

ちゃんとお母さんが集まります。

交流や子育て情報交換の場にして

ください。妊婦さんやお父さんの

参加もお待ちしています。

子育て支援センター情報

ご利用ください
当別町ファミリー・サポートシステム

　ファミリーサポートシステム

は、利用会員と協力会員を結びつ

け、協力会員が一時的にお子さん

（0 歳から小学 6 年生）を預かっ

て保育する仕組みです。

　現在、協力会員 59 名・利用会

員 170 名が登録しています。

◎仕事のため、保育所の送迎をお

　願いしたい

◎習い事に行きたいので、子ども

　を預かって欲しい

◎子どもが障がいを持っているの

　で登校準備を手伝って欲しい

平日 � 時～ 1� 時 ��0 円

土日・祝日・年末
年始・時間外

300 円

� 人目から 1�0 円を加算

▼料金（30 分ごとに）

▼問合せ　

当別町ファミリーサポートセンター

（☎ 22 － 2886/FAX23 － 0811/

E メール famisapo@festa.ocn.ne.jp）

▼詳細・申込み　子育て支援係

　（ゆとろ内・☎ 25 － 2658）

☆平成 21年度の支援内容☆

こんなときは相談ください

■こんにちは赤ちゃん訪問

　生後 4 か月までの第 2 子以降の

赤ちゃんがいる家庭を訪問し、（第

1 子は保健師の訪問）相談をお受

けしたり、情報の提供をします。

■情報発信

　キッズカレンダー・ガイドブッ

ク・情報誌「フォアイエ」を発行

し、子育て関係の事業や日程のお

知らせをします。なお、町のホー

ムページでも情報を発信していま

すのでご利用ください。

ミニトマトクラブの様子
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　今月は、平成 20 年度会計の最

終月（閉鎖月）です。今一度、町

税・国保税に納め忘れがないか確

認してください。ほとんどの方が

町税・国保税を完納している反面、

滞納者が増加傾向にあります。納

税に対する意識に欠け、正当な理

由が無く納税に応じない滞納者に

対しては、預貯金や給与の差し押

さえを行います。なお、失業や病

気などの事情で納期内に納められ

ない方や完納が難しい場合は、納

税課納税係までご相談ください。

▼夜間納税相談　

　毎月第 2・4 木曜日  19 時 30 分まで

▼問合せ　納税課（☎23 － 2341）

納 税

町税・国保税の

完納にご協力を

　納税者は、自分の資産の課税台

帳を閲覧できるほか、縦覧帳簿に

より、その価格が適正かどうか、

ほかと比較することができます。

▼対象　固定資産税の納税者また

は代理人（課税台帳は所有者本人

か代理人が閲覧できます。）

▼持参する物　

印鑑（代理人は委任状も必要）

▼縦覧期間　4 月 1 日から 6 月

30 日（土・日曜、祝日は除く。）

▼時間

　8 時 45 分～ 17 時 15 分

▼縦覧場所・詳細　

税務課資産税係（☎ 23 － 2333）

税

4 月 1 日から縦覧できます

固定資産税縦覧帳簿

　現在、危険ごみ（電池、蛍光灯、

体温計など）は、月 1 回燃えな

いごみの日に収集していますが、

今年 4 月から週 2 回の燃やせる

ごみの日に収集します。

　分別の方法は変わりません。従

来どおり、透明または半透明の袋

に入れて出してください。決して

燃やせるごみと混ぜて出さないで

ください。料金は無料です。

▼注意事項　スプレー缶、カセッ

トボンベによる事故が減りませ

ん。これらのごみを出すときは、

中のガスを出し切り、数箇所に穴

を開けてから出してください。

▼問合せ　環境生活課環境対策係

　（☎ 23 － 2503）

ご み 収 集

変わります

危険ごみを出す日

　ブラウン管テレビ、冷蔵・冷凍庫、

洗濯機、エアコンなどの家電リサ

イクルの対象品目に薄型テレビ（液

晶・プラズマ）と衣類乾燥機が追

加されることとなりましたので、

廃棄するときは、購入した販売店

または買い替えをする販売店に引

き渡すなど、適正な方法で処理し

ていただくようお願いします。

▼問合せ　環境生活課環境対策係

 （☎ 23 － 2503）

ご み 処 理

4 月 1 日から家電リサイクル

の対象品目が追加されます

　町は、住民の生活支援などを目

的に定額給付金の給付を予定して

います。

　申請方法などは次のとおりです。

▼給付対象者

　今年２月 1 日現在（基準日）、

次のいずれかに該当する人

・住民基本台帳に記録されている人

・外国人登録がされている人

　（短期滞在者を除く）

▼申請者・受給者

　給付対象者の世帯主

　（外国人は本人）

▼給付額

　1 人 12,000 円（ただし、基準

日現在、18 歳以下と 65 歳以上

の人は 1 人 20,000 円）

▼申請・給付方法

　後日郵送する申請書に必要事項

を記入し、同封の返信用封筒に入

れ返送していただきます。申請書

は、3 月中旬以降、世帯主へ郵送

する予定です。また、給付は、口

座振込みを基本としています。

◎定額給付金の給付を装った「振

り込め詐欺」や個人情報の詐欺に

ご注意ください

・町や国などが ATM（銀行・コ

ンビニなどの現金自動預払機）の

操作をお願いすることは、絶対に

ありません。 

・ＡＴＭを自分で操作して、他人

からお金を振り込んでもらうこと

は絶対できません。 

・町や国などが「定額給付金」の給

付のために、手数料などの振り込み

を求めることや、電話で世帯構成、

銀行口座番号などの個人情報を照会

することは、絶対にありません。

▼問合せ　環境生活課町民生活係

　（☎ 23 － 3209）

給 付 金

定額給付金給付の

お知らせ
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　建物を新築、増築、改築すると

きは、建築基準法の規定により、

土地や建物などについて事前に法

令に適合しているか建築確認申請

を提出し、チェックを受ける必要

があります。また、工事が完了し

たときも、完了検査を受ける必要

があります。

　詳細については、お問い合わせ

ください。

▼詳細　建設課建築住宅係

　（☎ 23 － 3147）

建 築

建物を建築される皆さまへ

手続きをお忘れなく

▼年金についての問合せは

　住民課戸籍年金係（☎ 23 － 2463）

▼国保・後期高齢者医療についての問合せは

　住民課国保・後期高齢者医療係（☎ 23 － 2467）

【国民年金保険料の納付は、口座振替がお得です】

　国民年金保険料を口座振替で前納すると、納付書（現

金）で前納するより割引率が高くなります。

◆口座振替早割制度　口座振替による毎月の納付を当

月末に「早割制度」で納付すると、月額 50 円割引に

なります。また、1 年分の保険料を前納すると、さら

に割引率が高くなります。

▼手続方法　口座振替で一年、半年前納（4 月～ 9 月

分）を新規で申し込む場合は、3 月上旬までに年金手

帳、預金通帳、通帳の届け出印を持参して、金融機関、

郵便局、社会保険事務所、町戸籍年金係で手続きをし

てください。すでに口座振替で前納の届けをしている

方は、継続されます。

■役場窓口年金相談日　

　3 月 9 日（月）・23 日（月）

　住民課戸籍年金係へお気軽にお越しください。

■年金保険相談所（札幌北社会保険事務所）

　3 月 19 日 (木)　10 時～ 15 時　商工会館

読んで得する年金・国保のお話年 金 国 保

■高齢受給者証を送ります

　１割負担の期間は、平成 22 年 3 月 31 日まで延長

となりました。

　国保に加入されている 70 歳以上の方で、医療機関

などの窓口負担割合が 1 割の方は、4 月以降も引き続

き１割負担となります。

　交付している高齢受給者証の有効期限は、平成 21

年 3 月 31 日となっていますので、4 月１日から使え

る高齢受給者証を送ります。

　発送時期は、３月下旬を予定しています。

　国民健康保険は、市町村が運営し、職場の健康保険

の加入者など以外は、すべての人が加入する制度です。

■国保税の納め忘れに注意

　3 月は、今年度最後の納期です。納め忘れや口座振

替を行っている預金に残高不足が生じないようにお願

いします。また、納税が困難な場合は、納税課納税係

で納税相談を行っています。（詳細は 10 ページ）納

税相談をしないまま滞納にしていた場合は、保険証有

効期限が 3 か月の短期被保険者証の交付や保険給付

が受けられない資格証明書が交付されることになりま

すので、ご注意ください。

　平成 21 年度から労働保険の年

度更新時期が、社会保険の算定基

礎届けの提出期間と統一され、従

来の 4 月 1 日から 5 月 20 日まで

が、6 月 1 日から 7 月 10 日まで

に変わります。

　なお、労働保険の算定対象期間

は、従来どおり 4 月 1 日から 3

月 31 日に変更ありません。

　年度更新申告書は、6 月初旬に

郵送されます。

▼詳細　

　北海道労働局労働保険適用室

　（☎ 011 － 709 － 2311）

労 働 保 険

変わります

労働保険の年度更新時期

　次のとおり募集します。

▼場所　幸町

▼面積　343.83 ㎡（104.01 坪）

▼価格　6,395,000 円

　　　　（18,600 円 / ㎡）

▼分譲方法　抽選方式

▼受付期間　3 月 2 日～ 23 日

▼詳細・申込み

　都市計画課区画整理係

　（☎ 23 － 3198）

都 市 計 画

当別幸町土地区画整理事業

宅地を分譲します

納付方法
割引額

早割制度 6か月分 1年分

納付書 �10 円 3,1�0 円

口座振替 毎月 �0 円 1,000 円 3,��0 円



うつくしいまち当別1�

　北海道では、昨年 12 月にプル

サーマル計画に関する有識者検討

会議から、北海道電力㈱泊発電所

のプルサーマル計画について「安

全性が確保される」との提言を受

け、その検討結果を、より多くの

道民の方に知っていただくため、

検討結果の「概要版パンフレット」

や「プルサーマルＱ＆Ａ」を作成

しています。

　詳しくは、北海道のホームペー

ジをご覧ください。

▼詳細　

　北海道総務部原子力安全対策課

　（☎ 011 － 204 － 5012）

　ホームページ

　http://www.pref.hokkaido.

lg.jp/sm/gat/p_top.htm

原 発

プルサーマル計画に関する

検討会議の結果

　水道管の工事や、火災などの発

生により消火栓を使った場合など

には、その付近の水道水が濁るこ

とがあります。これは、水道管の

水圧が急激に変化したり水の流れ

が変わることで水道管内に付着し

ているさびが剥がれ落ちることに

よって起こります。

　このような場合は、飲むことを

控えて、湯沸かし器などの機械を

通さない蛇口から水をしばらく出

してください。それでも濁りが取

れない場合には、ご連絡ください。

▼問合せ

　上下水道課（☎ 22 － 2411）

水 道

確認しましょう　水道水が

赤く濁ったときの対処法

大学卒業程度

◆国家公務員採用Ⅰ種試験

□受付期間

　4 月 1 日（水）～ 4 月 8 日（水）

◆国家公務員Ⅱ種試験

□受付期間

インターネット

4 月 11 日（土）～ 4 月 15 日（水）

郵送または持参

4 月 13 日（月）～ 4 月 22 日（水）

高校卒業程度

◆国家公務員Ⅲ種試験

□受付期間

6 月 23 日（火）～ 6 月 30 日（火）

▼問合せ　

　人事院北海道事務局

　（☎ 011 － 241 － 1248）

　ホームページ

　http://www.jinji.go.jp/saiyo/

saiyo.htm

　町では、身体、精神、知的障が

いがある方に対して補助金を支給

しています。所得による制限があ

りますので、詳しくは、お問い合

わせください。

①特別児童扶養手当

▼受給資格　身体や精神、知的に

一定以上の障がいのある児童の父

もしくは母、または養育者

▼支給額（児童一人につき・月額）

　1 級（重度）　50,750 円

　2 級（中度）　33,800 円

②特別障害者手当・障害福祉手当

▼受給資格

特別障害者手当　

　身体や精神、知的に著しく重度

の障がいがある 20 歳以上の方

障害児福祉手当　

　身体や精神、知的に著しく重度

の障がいがある 20 歳未満の方

※施設に入所中の方、公的年金を

受給している方には、支給されま

せん。

▼支給額（月額）

　特別障害者手当　26,440 円

　障害者福祉手当　14,380 円　

▼詳細

　福祉課障がいサービス係

　（ゆとろ内・☎ 25 － 2665）

福 祉

該当する方は申請を

各種手当て

国家公務員採用試験

　屋根からの落雪による事故の発

生が心配される時期になりまし

た。歩行者は、落雪が予想される

付近の通行を避けるようにしま

しょう。

　また、建築物の所有者は、次の

ことに気をつけましょう。

◎屋根の雪や氷、つららなどが道

路に落ちる構造の建物の場合は、

丈夫な「雪止め」を取り付け、日

頃から点検、早めの雪おろしを心

がけましょう。

◎雪や氷が落ちる恐れのある軒下

では、子どもを遊ばせないように

しましょう。落雪が発生したとき

には、直ちに事故の確認と落雪の

後始末をしましょう。

▼問合せ

　建設課建築住宅係

　（☎ 23 － 3147）

雪 対 策

注意しましょう

屋根からの落雪
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　当別町国民健康保険加入者の方

へ交付している「特定健康診査受

診券（黄色）」の有効期限は、3

月 31 日までです。

　病気にならない、病気を早期に

発見するために年に１度、特定健

康診査を受けましょう。

　平成21年度の特定健康診査は、

5 月 1 日からのスタートを予定し

ています。

　対象者には、4 月中に特定健康

診査受診券を送付します。

▼申込・詳細

　住民課国保・後期高齢者医療係

　（☎ 23 － 4044）

健 診

特定健康診査を受けて

ストップ　ザ　メタボ！

▼対象　離婚などで父親の生計に

入っていない児童（18 歳に達し

た年の年度末まで、心身障がい児

は 20 歳未満）を養育している母

子家庭などの方。

※一定以上の所得のある方（同居

している親族を含む）は、手当て

の全部、または一部が支給停止に

なる場合があります。

▼申請方法　申請用紙を福祉係窓

口に用意しています。詳細は、お

問い合わせください　

▼詳細　

　福祉課福祉係

　（ゆとろ内・☎ 23 － 3019）

福 祉

一定要件の該当者に支給

児童扶養手当

　ゆとろからバスで札幌検診センターへ行き、各種が

ん検診が受けられます。

　健康を維持するために積極的にがん検診を受け、健

康管理に努めましょう。

　受診を希望の方は事前にお申し込みください。

▼日程・集合場所

　4 月 15 日（水）　ゆとろ

　5 月 11 日（月）　西当別コミュニティーセンター　

▼検診内容

検診名 対象年齢
検診料金

一般
後期高齢者医療

当別町国保

胃がん 3� 歳～ 1,�00 円 �00 円

肺がん �0 歳～ �00 円 300 円

大腸がん �0 歳～ �00 円 �00 円

乳がん
�0 ～ �� 歳 �,�00 円 1,�00 円

�0 歳～ 1,�00 円 1,0�0 円

子宮がん �0 歳～ 1,�00 円 1,000 円

骨粗しょう症 30 ～ �� 歳 �00 円 300 円

がん検診で健康管理！

▼集合時間　7 時 55 分～ 8 時 10 分

▼申込み・問合せ

　福祉課保健サービス係（ゆとろ内・☎ 23 － 2346）

　はしか風しん混合ワクチンの予防接種の対象者は 3

月 31 日までが接種期間となっておりますので、お済

みでない方は早めに接種しましょう。

　3・4 期対象の方には予診票を昨年３月末に個別に

送付しています。何かご不明な点がありましたらお問

い合わせください。はしかを流行させないためにも、

積極的に接種しましょう。

▼対象者

　2 期　小学校就学前年の方

（平成 14 年 4 月 2 日～平成 15 年 4 月 1 日生まれ）

　3 期　中学 1 年生に相当する方

（平成 7 年 4 月 2 日～平成 8 年 4 月 1 日生まれ）

　4 期　高校 3 年生に相当する方

（平成 2 年 4 月 2 日～平成 3 年 4 月 1 日生まれ）

▼接種時に必要なもの

・母子健康手帳・予診票（３・４期対象者）

▼接種場所　勤医協当別医院・近藤医院・さわざき医

院・スウェーデン通り内科循環器科クリニック

　詳細は、19 ページ健康ひろば「町内委託医療機関」

一覧をご覧ください。

▼問合せ　福祉課保健サービス係（☎ 23 － 2346）

忘れていませんか！？予防接種

　平和祈念事業特別基金では、引

揚者、恩給欠格者、戦後強制抑留

者本人に、特別慰労品を贈呈して

います（遺族の方は対象外です）。

　引揚者は、終戦の日まで引き続

き１年以上外地で生活し、戦後引

き揚げた家族全員が対象です。

　請求書等は、福祉係の窓口にあ

ります。未請求の方は、早急に申

請してください。

▼詳細

　独立行政法人平和祈念事業特別基金

　(　　0120 － 234 － 933)

( 月～金曜日　9 時 15 分～ 17 時

15 分　祝日休み )

福 祉

3 月 31 日で特別慰労品

贈呈の受付が終了します
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 地域オープンサロン　

 1 日コックさん

 今月の出店者・メニュー

☆ 5 ㈭　春日町婦人部
　舞たけご飯定食　500 円
☆ 9 ㈪　熊坂貴子さん・磯石万里さん

　こだわりヘルシーベジランチ　550 円
☆ 11 ㈬　当別高校クッキングコース
　ケーキセット　500 円
☆ 13 ㈮　ねこ & ボくらぶ　
　ピザランチ　500 円
☆ 16 ㈪　北栄町そば食べ隊
　北栄町そばランチ　600 円
☆ 18 ㈬　住谷きみ子さん

　おまかせランチ　750 円
☆ 24 ㈫　弥生さくら館サポート隊
　特製カレーランチ　500 円
☆ 25 ㈬　佐藤信廣さん

　手打ちそばランチ　700 円
☆ 30 ㈪　籬資浩さん

　ハンバーグランチ　700 円
▼詳細　共生型地域オープンサロン
　　　　（☎ 22 － 0775）

ガンバルーン体操無料体験

　 ガ ン バ ル ー ン 体 操 は、 直 径

30cm 程の柔らかいゴムボールを

使い、椅子に座って運動する新し

い健康体操です。

　介護予防などに役立つと評判で

す。皆さんで楽しく体を動かしま

しょう。

▼日時　3 月 15 日（日）10 時～

▼場所　総合体育館

▼定員　20 名

▼申込み

土 門（ ☎ 090 － 7645 － 0997）

まで電話で申し込みください。

本の情報交換会のご案内

　好きな本、おすすめの本を持ち

寄ってお互いに紹介しあう読書会

です。小説、絵本、写真集、実用

書など、ジャンルは問いませんの

で、あなたの好きな本をお持ちく

ださい。聞いてみるだけでも OK

です。申し込みは不要ですので、

お気軽に参加ください。

▼日時　3 月 7 日（土）10 時～

▼会場　

　学習交流センター閲覧室

▼問合せ　ライブラリーファン

　山本（☎ 23 － 2825）

　当別町歴史ボランティアは、本

町開拓以後の歴史を調査し、伝承

しようと学習会やパネル展示会、

視察研修などを行っています。

　専門的な知識や経験は問いませ

ん。当別の歴史に関するボラン

ティア活動を通じて新しい自分を

発見しませんか。

▼募集対象者　町民の方

▼会費　年 1,000 円

▼申込み・問合せ

　3 月 16 日（月）までに町教委

社会教育課（総合体育館内・☎
22 － 3834）へ電話にてお願い

します。

歴 史

一緒に活動しませんか

歴史ボランティア募集

しょうがいのある人と考えるユニ

バーサルなまちづくり

　誰しもが老いやしょうがい者と

なる可能性がある中で、当事者の

経験をお手本として考え、その当

事者の声を地域にとって有益な存

在と思えるきっかけにできるよう

なフォーラムを予定しています。

参加は無料です。

　なお、ファミリー・サポート・

システム協力会員の協力会員養成

講座も兼ねています。

　託児もありますので、申し込み

ください。

▼日時　3 月 14 日（土）13 時～

▼会場　ゆとろ（西町）

　▼内容　一部　基調講演

　講師　横井寿之氏

　（北海道医療大学看護福祉学部教授)

　二部　シンポジウム

▼主催　ゆうゆう 24、町ファミ

　リー・サポートセンター

▼問合せ　地域福祉ターミナル　

　（☎ 25 － 5137）

福 祉

地域ボランティアフォーラム

を開催します

　当別町観光協会では、今年度ガ

イドマップを新しくしました。

　Ｂ３版の８つ折の大きさで、表

紙にはレクサンド記念公園のレッ

ク君の写真や、高岡の畑から見下

ろす札幌中心部など、身近にある

大自然を強調した写真やイベント

情報が掲載されています。

　ガイドマップは、ふれあい倉庫

や町内施設、札幌の「食と観光館」

などで配布しています。

▼問合せ　町観光協会

　（商工課内・☎ 23 － 3129）

観 光

好評です！

当別町ガイドマップ



1�2009 年 3 月号

人の動き 2 月 1 日現在

（　）は前月との比較

人口

世帯

男

女

19,084

  7,778

人

世帯

  9,340

  9,744

人

人

（ 19 人減）

（1 世帯減）

（  9 人減）

（10 人減）

交通安全情報

「あせるだけ 減らす神経 増す危険」

・雪解けとともに路面状況は時間や

場所で変わります。橋の上、日陰で

は一部がまだ凍結している場合があ

りますので、速度を落としましょう。

・暖かくなり、歩行者の活動も活

発になります。安全確認をしっか

りしましょう。

・飲酒運転を根絶しましょう。

 （平成 21 年 1 月末の交通事故累計）

Ｈ 21 年 Ｈ 20 年 増減数

発生件数 ６ ５ ＋　１

死 者 数 ０ ０ 　　０

傷 者 数 ７ ６ ＋　１

☆当別町社会福祉協議会へ

▼全久寺婦人会

　寒修行行者一同より　 20 万円

▼須藤　勝子さ
んより　　10 万円

▼加藤　寿一さ
んより　　  5 万円

▼高野　博美さ
んより　　  5 万円

▼嘉山　誠一さんより　　  3 万円

☆当別町まちづくり基金へ

( ふるさと納税制度の対象 )

▼㈱ドート（札幌市 ) より　5 万円

▼匿名の方　1 件　1 万円

法律相談　町の顧問弁護士が、皆

様の相談に応じます。

▼日時　4 月 1 日（水）

　13 時 30 分～

▼申込　福祉係　（☎ 23 － 3019）

介護相談　介護や高齢者虐待に関

する相談に応じます。

▼日時　月～金曜日

　8 時 45 分～ 17 時 15 分

▼申込み　地域包括支援センター

　（☎ 25 － 5152）

心配ごと相談

心配や悩み相談を受け付けます。

( 毎月第 4 木曜日）

▼日時　3 月 26 日

　13 時～ 16 時

▼申込み　社会福祉協議会

　（☎ 22 － 2301）

防犯協会ニュース
●振り込め詐欺に注意を

振り込め詐欺のほとんどが金融機関からによるもので

す。被害予防には、すぐに振り込まない、一人で振り

込まない事です。落ち着いて家族や交番に連絡を取り、

確認しましょう。

●平成 �1 年中の刑法犯発生状況（平成 �1 年 1 月末）

侵入窃盗 自動車盗 車上狙い タイヤ盗 自転車盗 不審者

2 件 0 件 0 件 1 件 0 件 0 件

●当別町防犯協会・☎ 23 － 2711

自　衛　官　募　集

募集種目 資　　格 受付期間 試験日

一般

技術

20 歳以上 26 歳未満の者【大
学修士課程修了者（海上技
術幹部候補生志願者は、理
工学課程修了者に限る）は
28 歳未満】22 歳未満の者
は大卒見込み含む

4 月 1 日
（水）～

5 月 12 日
（火）

〈1 次試験〉

5 月 16・17 日
（土・日）※ 17 日
は飛行要員のみ

〈2 次試験〉
※ 1 次 試 験 合 格
者のみ
6 月 16 ～ 18 日

（火～木）の
指定する日

歯科

薬剤

専門の大学を卒業した 30 歳
未満の者。※薬剤は 26 歳未
満の者（薬学修士取得者は
28 歳未満）

2 等陸･海
･空士（男）

18 歳以上 27 歳未満
（採用予定月の 1 日現在）

年間
受付時に

お知らせします

自衛隊江別地域事務所（　011 － 383 － 8955）
町環境生活課町民生活係（　23 － 3209）

幹
部
候
補
生

☎
☎
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雪を楽しむ あそ雪の広場

　当別の冬の風物詩あそ雪の広場が、同実行委員会の

主催で開催されました。

　初日は雨が降りましたが、2 日目は天気が回復し、

今年から登場したチューブスライダーが人気を集め、

子どもたちが歓声を上げながら勢いよく滑り降りてい

ました。

　子ども雪像コンクールの表彰式では、町内小中学

校と保育所の 26 体の応募から最優秀賞に西当別小学

校 6 年 1 組の「光輝け！くじら 33 号＆ポニョ」、優

秀賞に当別小学校 2 年 2 組の「まめゴマ」が選ばれ、

会場から暖かい拍手が贈られました。

　このほか、花火大会、雪中玉入れ大会、子ども綱引

き、餅つき、ビンゴ抽選会など、多くのイベントが催

され、延べ 7,000 人の来場者で賑わいました。

宇和島市からも参加

　2 月 13 日から 15 日の日程で友好都市を結んでい

る宇和島市観光協会の訪問団 20 名が来町しました。

　あそ雪の広場では、宇和島「牛
うしおに

鬼まつり」で登場す

る牛
うしおに

鬼の雪像作りや、雪中玉入れ大会に参加するなど、

寒さに震えながらも雪と親しみました。

子ども雪像コンクール最優秀賞

光輝け！くじら 33号＆ポニョ

（2 月 14・15 日・阿蘇公園）



1�2009 年 3 月号

（№ 365）

コンマ 1秒を競う

　当別スキー連盟が主催して第

47 回町民スキー大会開催されま

した。

　会場の石狩平原スキー場には、

町内や近隣の市町村から約 50 名

の参加者が集い、レーシングスー

ツに身を包んだ選手たちがアルペ

ンスキーの回転競技で滑走タイム

を競いました。

　レースでは緊張した表情を見せ

ていた選手たちも表彰式では、賞

状や景品を手に喜ぶ姿が見られま

した。

 （1 月 31 日　石狩平原スキー場）

鮎田塾で当別を学ぶ

　当別移住促進協議会が主催して

21 世紀鮎田塾を開催しました。

　今年は 2 回開催され、第 1 回

目は、「道民の森で　かがやく植

物たち」をテーマに（財）北海道

森林整備公社の小沢義昭氏が講師

を務め、スライドを使いながら道

民の森の各地区で花を咲かせる植

物の特徴を紹介しました。

　2 回目は、「植物エネルギーと

漢方」をテーマに北海道医療大学

准教授堀田清氏が体の中からの健

康について講演しました。

　(2 月 18・25 日　ふれあい倉庫 )

広　告
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健康ひろば 3 月の予定生活にＰｌｕｓ

母子健康手帳を持って直接

会場にお越しください。

健診名 受付日時 / 場所 内　容

乳

幼

児

４か月

10 か月児健診
� 金

13：00 ～ 1�：00

ゆとろ

個別通知

しています

１歳８か月

３歳児健診
13 金

13：00 ～ 1�：00

ゆとろ

個別通知

しています

各

種

健

診

センター検診 10 火
�:�� ～ �:10

ゆとろ

申し込みを

受け付けます

肝炎ウィルス検診
町内医療機関

で随時実施

※予約の上、　

受診ください

B・C型肝炎
ウィルス検査

特定健診 �0 ～ �� 歳の方

後期高齢者健診 �� 歳以上の方

種　類 受付日時 / 場所 対　象

BCG � 金
1�：00 ～ 1�：30

ゆとろ
生後 � か月未満の乳児

DPT、DT、麻疹風疹混合ワクチンは、随時個人で接種で

きます。右記医療機関へ予約の上、受診ください

■各種健診・予防接種についての詳細・申込み

　福祉課保健サービス係（ゆとろ内・☎ �3 － �3��）

■特定健診・後期高齢者健診についての詳細・申込み

　住民課国保・後期高齢者医療係（☎☎ �3 － �0��）

医療機関名 電話番号 予防接種

勤医協当別診療所 �3 － 3010 〇

近藤医院 �3 － �0�1 〇

さわざき医院 �� － �0�� 〇

スウェーデン通り内科
循環器科クリニック

�� － 31�1 〇

とうべつ内科クリニック �� － 1313

堀江病院 �� － 3111

北海道医療大学
歯科内科クリニック

�3 － 1�0�

つどい名 日時 / 場所 対　象

友遊会
（当別地区）

1� 月
10：00 ～ 1�：00
ゆとろ 高齢の方で外出の

機会が少なくなっ
ている方かすみ草の集い

（西当別地区）
1� 火

10：30 ～ 1�：30
西コミ

断酒会
第 1・第 3 月曜
1�：00 ～ �1：00  ゆとろ

お酒で悩んでいる
方・家族

身体障害者
カラオケの会

10 火
13:00 ～ 1�:00
ゆとろ

障害者の方
どなたでも

新生家族会 中旬
13:00 ～ 1�:00
地域福祉ターミナル

障害者の家族の方
どなたでも

▼申込み　友遊会・かすみ草の集い　保健サービス係

　断酒会　日中（江別保健所・☎ 011 － 3�3 － �111）

　　　　　夜間（工藤・☎ �� － ��10）

　身体障害者カラオケの会　社会福祉協議会

　（ゆとろ内・☎ �� － �301）

　新生家族会（佐々木・☎ �3 － 1���）

相談名 日時 /会場 /申込み等

健康相談 �� 水
�：30 ～ 11：30　会場 / ゆとろ
申込み / 保健サービス係

心の健康相談
【心の悩みについ
て専門医が相談】

1� 木
13：30 ～ 1�：00
会場・申込み　江別保健所

（☎ 011 － 3�3 － �111）

肝炎ウィルス検診、特定健診、

後期高齢者健診は全ての医療機関で実施

事前申し込みが必要です

広　告



1�2009 年 3 月号

　とうべつ健康プラン 21 では、「むし歯を予防し、

未来の大人の歯を守ろう」を目標に掲げています。

　幼児期は、むし歯予防の習慣づくりの大事な時期で

す。そこで、今年から「親と子のよい歯のコンクール

北海道大会」への候補者を選出します。三歳のお子さ

んと両親で一緒にご参加ください。

▼日時　4 月 24 日（金）13 時 30 分～ 15 時 00 分

▼会場　歯の健康プラザ（錦町）

▼対象　今年度に三歳児歯科健康診査を受診した幼児

　とその母親または父親

▼審査内容　問診、親と子の口腔審査

▼審査基準

　①歯及び口腔にむし歯等の異常がない

　②歯並び、かみ合わせに異常がない

　③歯、口腔清掃状況が良好

　④その他の病気にかかっていない

▼申込期限　4 月 10 日（金）

　後日、問診票と案内を個別通知します。

　上位入選者（1 ～ 2 組）は江別保健所での第 2 次選

　考へ推薦します。

▼問合せ・申込み 

　福祉課保健サービス係

　（ゆとろ内・☎ 23 － 2346）

日 月 火 水 木 金 土
3/1 2 3 4 5 6   7

とうべつ さわざき 近藤 勤医協 スウェーデン 堀江 堀江
  8 9 10 11 12 13 14

堀江 とうべつ さわざき 近藤 勤医協 スウェーデン 堀江
15 16 17 18 19 20 21

堀江 堀江 とうべつ さわざき 近藤 勤医協 スウェーデン
22 23 24 25 26 27 28

堀江 堀江 堀江 とうべつ さわざき 近藤 勤医協
29 30 31 4/1 2 3   4

スウェーデン 堀江 堀江 堀江 勤医協 スウェーデン さわざき
  5 6 7 8 9 10 11

とうべつ 近藤 堀江 堀江 堀江 勤医協 スウェーデン
12 13 14 15 16 17 18

さわざき とうべつ 近藤 堀江 堀江 堀江 堀江

◆ 平日 19 時～ 21 時

◆ 土曜 14 時～ 17 時

◆ 日曜・祝日  9 時～ 12 時・14 時～ 17 時

いきいき

☆具合が悪いときは、早めに受診しましょう。

子どもの頃からみんなでむし歯を予防しよう

健康生活

� 木 ポリオ予防接種 ゆとろ 13:00 ～ 13:30

10 金 ポリオ予防接種 西コミ 13:00 ～ 13:30

1� 水 センター検診 ゆとろ �:�� ～ �:10

【4月の予定】

広　告
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個性溢れる作品展

　当別中学校ときわ学級に通う 6 人の生徒が 1 年間

の授業の成果を発表する「やさしい風展」がふれあい

倉庫で開催されました。

　クレヨンや絵具、筆を使い、様々な技法を使って個

性的に仕上げられた作品からは、やすらぎや温かさが

伝わってくるようでした。

　会場にはメッセージボードが設置され、来場者から

生徒たちに感想や励ましなど、多くのコメントが送ら

れていました。

2 月 17 ～ 22 日　ふれあい倉庫」

節分の豆まきで交流

　当別町内の若手農業者でつくる当別町 4H クラブの

会員が、町内の子どもたちに農業を PR しようと、2

月 3 日の節分にふとみ保育所で交流会を開催しました。

　鬼に扮した会員たちが登場すると、元気に「鬼は外」

と鬼に豆を投げつける子どもたちの中で、泣き叫んで

先生の後ろに隠れる児童もいました。　

　このほかにも、紙芝居や映像で節分の由来、豆がで

きるまでの農家の仕事を紹介し、最後に当別産大豆を

プレゼントしました。

2 月 3日　ふとみ保育所

30 人 31 脚から学ぶ

　当別町ボランティアフォーラムが開催され、「30 人

31 脚から学ぶひきだすちから」をテーマに西当別小

学校 6 年 1 組を 30 人 31 脚全国大会で全国第 4 位に

導いた担任の渡會朋広先生が講演を行いました。

　講演では、昨年の 30 人 31 脚全国大会の模様が放

映され、一つのことに団結して取り組む児童たちの姿

を通して仲間とのつながりや団結することの大切さ、

力を合わせて成し遂げた感動が伝えられました。

1 月 24 日　ゆとろ


